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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 42,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額 42,000千円

会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

　有限責任 あずさ監査法人

⑵　会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

２. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告
を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬額の見積りの算定根拠、並びに当
事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結
果、会計監査人の報酬等につき相当であると判断し、会社法第399条第１項の同意を
行っております。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　会計監査人が会社法第３４０条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が解任するほか、会計
監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会
は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該議
案を株主総会に提案いたします。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
⑴業務の適正を確保するための体制
　当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社グループの
業務の適正を確保するための体制を整備する。
① 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
・社員就業規則等において､　事業を適正かつ効率的に運営するため､　誠実に法
令､　規程及び通達を遵守し､　全力をあげてその職務の遂行に専念すべき義務
を定める。
・企業倫理については､　NTTデータグループ倫理綱領に基づき､　法令遵守を含
む取締役及び社員の行動指針とする。
・適法・適正な事業活動のため､　法務部門によるリーガルチェックを実施す
る。
・反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず､　不当な要求に対して
は毅然とした対応をとる。
・健全な経営に向け、匿名・記名を問わず社員等からの情報を反映する内部通
報制度を設け、通常の業務執行とは異なる情報伝達経路を確保することと
し、当該社員等が内部通報制度受付窓口等に申告したことを理由として不利
益な取扱いを受けることがないことを確保するための体制を整備する。
・内部監査部門は、監査役・会計監査人と連携・協力の上、業務執行から独立し
た立場で内部監査を実行し､　その結果を代表取締役社長に報告する。
・金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために､　財務報告に係
る内部統制の整備､　運用を適切に行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・法令・定款、各種社内規程に従い、取締役の職務執行に係る文書その他の情報
は､　適切に保存及び管理を行う。

③ 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・予見可能なリスクを未然に防止するため､　相互に監視及びチェックできる体
制を整備し､　事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に備え､　損
失を最小限にとどめるために必要な対応を行う。
・発生したリスクは､　管理本部において総合的に把握し取締役会等へ報告､　検
討の上、迅速かつ適切な措置を講じる。
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④ 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
・組織の構成と各組織の職務範囲を定める組織規程及び権限の分掌を定める権
限規程により､　担当部門､　職務権限､　意思決定ルールを明確化する。
・取締役会規則を定め､　原則月１回開催される取締役会において経営に関する
重要事項について､　関係法規､　経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義
務等に基づき決定を行うとともに､　定期的に職務の執行状況等について報告
する。
・執行役員制度により効率的な業務執行等を図るとともに、　経営会議規程を定
め、　代表取締役社長が的確な意思決定を行うため、　代表取締役社長及びそ
の指名する役員等で構成する経営会議を随時開催する。

⑤ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の
適正を確保するための体制
・当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データとは、相互の自主性・
自律性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに､　同社との間の取引等につい
て､　法令に従い適切に行うこと等を基本方針とする。
・子会社とは､　一定の重要事項について､　当社との間で協議又は報告を行わな
ければならないものとする。
・子会社の健全性の確保の観点から､　当社内部監査部門によるモニタリングを
行う。
・当社と子会社間の取引等について､　法令に従い適切に行うことはもとより､　
適正な財務状況報告が行われる体制を整備する。
・各子会社毎に自立的な経営を行うとともに、当社経営会議においてグループ全
体の経営状況をモニタリングすることにより、効率的かつ効果的なグループ
経営を推進する。
・不祥事防止のため、社員教育や研修等を実施するとともに、匿名・記名を問わ
ずグループ会社の社員等からの情報を反映する内部通報制度を設置すること
とし、当該社員等が内部通報制度受付窓口等に申告したことを理由として不
利益な取扱いを受けることがないことを確保するための体制を整備する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社
員に対する事項及び当該社員の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役の職務を補助す
べき社員の設置を監査役が必要としたときは､　当該社員が置かれる指揮命令
系統・当該社員の地位・処遇等について取締役からの独立性を確保する体制
を整えた上で､　補助する社員を置くものとする。
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⑦ 取締役及び社員が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が
実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役が出席する会
議、閲覧する資料、定例的又は臨時的に報告すべき当社と当社グループ会社
に係る事項等を取締役と監査役の協議により定め、これに基づいて適宜報告
を実施する。

・監査役は､　重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するため､　取締役会
等の重要な会議に出席し､　必要に応じ取締役及び社員に説明を求める権限を
有する。
・取締役及び社員は､　各監査役からその業務執行に関する事項の報告を求めら
れた場合は､　速やかに報告する。
・各監査役の求めに応じ､　取締役､　会計監査人､　内部監査部門等はそれぞれ定
期的及び随時に監査役と意見交換を実施する。
・監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当該請求に
基づき支払いを行う。

⑵業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下
のとおりであります。
・当社の取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するため、定時取締
役会を12回開催しました。また、常勤の取締役及び本部長を構成員とする経
営会議を39回開催し、取締役会付議事項の審議や、月次業績のレビュー等を
行っております。
・当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社取締役は当社子会社の
役員を兼務し、子会社の取締役会にて月次業績や重要事項の決議において確
認をし、当社経営会議等にて適切に報告しております。

・コンプライアンスに係る教育は定期的に実施しており、当社及びクループ会社
のコンプライアンスの意識向上を図っております。また、当社は内部通報窓
口を設置し、コンプライアンスの実効性向上に努めております。
・監査を支える体制については、監査役を補助するスタッフを監査役の要請に基
づき選任しております。また、監査役会は、代表取締役、会計監査人又は内
部監査部門との会合を適宜実施するとともに、常勤監査役は、経営会議等の
重要な会議に出席しております。

－ 4 －



（2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2021年４月１日期首残高 738,756 668,756 2,959,402 △398,654 3,968,259

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △53,291 － △53,291
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － － 550,015 － 550,015

自 己 株 式 の 取 得 － － － － －

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 496,723 － 496,723

2022年３月31日期末残高 738,756 668,756 3,456,126 △398,654 4,464,983

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2021年４月１日期首残高 35,892 35,892 4,004,152

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △53,291
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 － － 550,015

自 己 株 式 の 取 得 － － －

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △3,867 △3,867 △3,867

連結会計年度中の変動額合計 △3,867 △3,867 492,856

2022年３月31日期末残高 32,025 32,025 4,497,009

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
・連結子会社の数　２社
・連結子会社の名称
　株式会社NTTデータ・イントラマートCSI
　NTTデータイントラマートソフトウェア系統（上海）有限公司

⑵　持分法の適用に関する事項
・持分法適用の関連会社の数　４社
・主要な会社等の名称
　株式会社サザンクロスシステムズ
　協立システム開発株式会社
　MBP　SMARTEC株式会社
　株式会社B-Prost
株式会社B-Prostは、影響力基準により、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めて
おります。
・持分法適用会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、各社の事業
　年度に係る計算書類を使用しております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、NTTデータイントラマートソフトウェア系統（上海）有限公司の決
算日は12月31日であり、連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を
使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必
要な調整を行っております。

⑷　会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
(イ) 有価証券

その他有価証券
　市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法によっております。

(ロ) 棚卸資産
　仕掛品については、個別法による原価法によっております。貯蔵品については、先
入先出法による原価法によっております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ) 有形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　４年～15年
　工具器具及び備品　　３年～10年
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(ロ) 無形固定資産
　無形固定資産（ソフトウェアを除く）については定額法によっております。
　なお、ソフトウェアの減価償却方法は次のとおりです。
・市場販売目的のソフトウェア
　見込販売期間（３年以内）における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存
販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によってお
ります。
・自社利用のソフトウェア
　見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっております。ただし、この内
サービス提供に用いる自社利用のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償
却額と見込有効期間（５年以内）に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を
計上する方法によっております。

③重要な引当金の計上基準
(イ) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

(ロ) 賞与引当金
　従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担
すべき額を計上しております。

(ハ) 受注損失引当金
　ソフトウェアの請負契約における将来の損失に備えるため、将来の損失が確実に見
込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、将来の損
失発生見込額を計上しております。

④重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しております。
　なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上
しております。

⑤重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2018
年３月30日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
30号2018年３月30日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込
まれる金額で収益を認識しております。

－ 7 －



⑥その他連結計算書類作成のための重要な事項
(イ) 退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
　退職一時金制度については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し
ております。
　なお、数理計算上の差異は、発生年度における従業員の平均残存勤務年数に基づく
定額法により、翌連結会計年度から費用処理する方法によっております。

(ロ) 消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理については、税抜方式を採用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配
が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することといたしました。
　これにより、サービス事業につきましては、従来、完成基準を適用しておりました契約のう
ち、サービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、サービスを顧客に
移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更してお
ります。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の
割合(インプット法)で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積
もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて
収益を認識しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の
累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計
方針を適用しております。
　この結果、当連結会計年度の売上高は11,709千円増加し、売上原価は9,304千円増加、営
業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ2,404千円増加しておりますが、利
益剰余金の当期首残高に影響はありません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資
産」に表示していた「売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」と「契約資産」に区分して
表示しております。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示し
ていた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することといたしました。これによる連結計算書類への影響はありません。

（数理計算上の差異の費用処理方法の変更）
　数理計算上の差異については、従来、発生年度において全額費用処理する方法によっており
ましたが、当連結会計年度より発生年度における従業員の平均残存勤務年数に基づく定額法に
より、翌連結会計年度から費用処理する方法に変更しております。
　この変更は、2018年3月期より進めていた当社子会社からの退職再雇用が終了したことによ
る当社社員数の増加にあわせて、数理計算上の差異が大きく増減することが想定されることか
ら、平均残存勤務期間にわたり費用処理することで、労働の対価としての退職給付の発生額
を、より適切に連結計算書類に反映させるために行われるものであります。
　なお、数理計算上の差異の処理方法の変更については、入手可能な情報に基づき算定した当
該会計方針の変更に伴う影響額が軽微であることから、遡及適用は行っておりません。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて退職給付費用は38,151千円増加し、営業利
益、経常利益、税金等調整前当期純利益は38,151千円それぞれ減少しております。
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３．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出し
ております。当年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年
度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクが有る項目は以下のとおりです。
ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の資産計上額の妥当性
⑴　当年度の連結計算書類に計上した金額
　連結貸借対照表に計上されているソフトウェア1,059,772千円のうち、大半は市場販売目的
のソフトウェアであり、新規事業に係る市場販売目的のソフトウェアは82,497千円です。
⑵　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　市場販売目的のソフトウェアは見込販売期間（３年以内）における見込販売収益に基づく償
却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を減価償却費
として計上しています。自社利用のソフトウェアのうち、サービス提供に用いるソフトウェア
については見込販売収益に基づく償却額と見込有効期間（５年以内）に基づく均等配分額を比
較し、いずれか大きい額を減価償却費として計上しております。
　市場販売目的のソフトウェア及びソフトウェア仮勘定については、見込販売収益と帳簿価額
を比較し、資産性を評価しております。また、自社利用のソフトウェアについては、固定資産
の減損に係る会計基準を適用しております。
　上記の見込販売収益の見積りの基礎となる販売計画には、販売施策に基づく受注予測や、見
込顧客からの受注予測が反映されています。
　特に新規事業に関わるソフトウェアについては販売実績に関する情報が乏しい場合が多く、
市場調査等から想定したマーケットの状況や、販売施策に基づく受注予測及び見込顧客からの
受注予測という不確実性の高い仮定が使用されています。
　さらに、新型コロナウイルス感染症による営業活動の制限や、企業におけるシステム投資の
停滞は受注獲得に影響を及ぼします。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 183,299千円

⑵　投資有価証券に含まれる関連会社株式 140,718千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 4,955,000株 －株 －株 4,955,000株

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年６月15日
定 時 株 主 総 会 普通株式 53 11円 2021年３月31日 2021年６月16日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年6月15日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 169 35円 2022年3月31日 2022年6月16日

４．連結貸借対照表に関する注記

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

⑵　剰余金の配当に関する事項
①配当支払額

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな
るもの
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区分 連結貸借対照表計上額
（ 千 円 ）

非上場株式 220,841

６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　当社グループは、必要な資金は主に自己資金で賄っております。また、デリバティブ
取引は行っておりません。

②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

③金融商品に係るリスク管理体制
　当社は、社内規程等に従い、営業債権について、営業担当者が主要な取引先の状況を
定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況
等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的
に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん
でいるため、異なる前提条件等を採用することにより当該価額が変動することがありま
す。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
①「現金」は注記を省略しており、「預金」「売掛金」「買掛金」「契約負債」について
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略
しております。
②市場価格のない金融商品
　市場価格のない株式等は、2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額を記載しておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は下記のとお
りであります。
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期首残高 77,284千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 －千円
時の経過による調整額 475千円
資産除去債務の履行による減少額 －千円
期末残高 77,760千円

７．資産除去債務に関する注記
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
⑴　当該資産除去債務の概要

オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
⑵　当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を15年と見積り、割引率は主に0.402％を使用して資産除去債務の金額を計
算しております。

⑶　当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
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報告セグメント 合計ソフトウェア事業 サービス事業
一時点で移転される財 1,020,209 － 1,020,209
一定の期間にわたり移転される財又はサービス 3,096,501 3,537,073 6,633,575
顧客との契約から生じる収益 4,116,711 3,537,073 7,653,784
その他の収益 － － －
外部顧客への売上高 4,116,711 3,537,073 7,653,784

８．収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　当連結会計年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

（単位：千円）

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　当社及び連結子会社は、Webシステム基盤を構築するためのパッケージソフトウェア
「intra－mart」製品の販売及び保守を行うソフトウェア事業、及び「intra－mart」製品を利
用したWebシステム構築に関するコンサルティング、システム開発及び教育研修を行うサー
ビス事業等を行っております。
①ソフトウェア事業
　ライセンスの供与と保守サービス
ライセンスの供与は、ライセンス期間にわたり存在する知的財産権にアクセスする権利であれ
ば、顧客との契約における履行義務の充足に従い、一定期間にわたり収益を認識し、ライセン
ス供与時に存在する知的財産を使用する権利であれば、顧客に権利が移転した時点で収益を認
識しております。また、保守サービスについては、顧客との契約における履行義務の充足に従
い、契約期間にわたり収益を認識しております。
②サービス事業

サービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、主として顧客との契
約における履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行
義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)
で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない
が、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しており
ます。

取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から値引き額等を控除し
た金額で算定しております。また、顧客に財又はサービスを移転する時点と顧客が対価を支払
う時点までの期間が１年以内に行われるため、対価に関わる重要な金融要素は含んでおりませ
ん。
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当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 903,718
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,173,978
契約資産（期首残高） 156,341
契約資産（期末残高） 103,876
契約負債（期首残高） 1,004,608
契約負債（期末残高） 1,038,534

当連結会計年度
１年以内 953,202
１年超２年以内 36,573
２年超３年以内 24,923
３年超４年以内 18,700
４年超５年以内 5,133
合計 1,038,534

⑴　１株当たり純資産額 928円23銭
⑵　１株当たり当期純利益 113円53銭

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　①契約資産及び契約負債の残高等

　　　（単位：千円）

　契約資産は、主にサービス事業において、顧客との契約について当連結会計年度末時点
で一部又は全部の履行義務を果たしているが、まだ請求していないサービスにかかる対
価に対する当社の権利であります。
　契約負債は、主にソフトウェア事業の保守サービスにかかる顧客からの前受金であり、収益
の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負
債残高に含まれていた額は891,715千円であります。

　②残存履行義務に配分した取引価格
　　（単位：千円）

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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（2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合　　　計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

2021年４月１日期首残高 738,756 668,756 668,756 3,016,547 3,016,547 △398,654 4,025,405 4,025,405

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － △53,291 △53,291 － △53,291 △53,291

当 期 純 利 益 － － － 540,070 540,070 － 540,070 540,070

自 己 株 式 － － － － － － － －

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － 486,778 486,778 － 486,778 486,778

2022年３月31日期末残高 738,756 668,756 668,756 3,503,326 3,503,326 △398,654 4,512,184 4,512,184

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
　・子会社株式及び関連会社株式
　　移動平均法による原価法によっております。
　・その他有価証券
　　市場価格のない株式等
　　移動平均法による原価法によっております。
②棚卸資産の評価基準及び評価方法
　仕掛品については、個別法による原価法によっております。貯蔵品については、先入先
出法による原価法によっております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　４年～15年
　工具器具及び備品　３年～10年
②無形固定資産
　無形固定資産（ソフトウェアを除く）については定額法によっております。
　なお、ソフトウェアの減価償却方法は次のとおりです。

・市場販売目的のソフトウェア
　見込販売期間（３年以内）における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存販
売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっておりま
す。
・自社利用のソフトウェア

　見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっております。ただし、この内
サービス提供に用いる自社利用のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償
却額と見込有効期間（５年以内）に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を
計上する方法によっております。

⑶　引当金の計上基準
①貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。
②賞与引当金
　従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額
を計上しております。
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③受注損失引当金
　ソフトウェアの請負契約における将来の損失に備えるため、将来の損失が確実に見込ま
れ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、将来の損失発生見
込額を計上しております。
④退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額及び年金資
産の額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
・退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ
る方法として、給付算定式基準によっております。
　なお、退職一時金制度については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用
しております。

・数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異は、発生年度における従業員の平均残存勤務年数に基づく定額法に
より、翌事業年度から費用処理する方法によっております。

⑷　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
処理しております。
⑸　収益及び費用の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2018年３月30日）及び「収益認
識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2018年３月30日）を適
用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは、移転す
るにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しており
ます。

⑹　その他計算書類作成のための基本となる事項
　消費税等の会計処理については、税抜方式を採用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧
客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識す
ることといたしました。
　これにより、サービス事業につきましては、従来、完成基準を適用しておりました契約のう
ち、サービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、サービスを顧客に
移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更してお
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ります。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の
割合(インプット法)で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積
もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて
収益を認識しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積
的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適
用しております。
　この結果、当事業年度の売上高は4,151千円増加し、売上原価は1,746千円増加、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,404千円増加しておりますが、利益剰余金の
当期首残高に影響はありません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表
示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」と「契約資産」に区分して表示しており
ます。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、
当事業年度より「契約負債」として表示しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融
商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的
な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用する
ことといたしました。これによる計算書類への影響はありません。

（数理計算上の差異の費用処理方法の変更）
　数理計算上の差異については、従来、発生年度において全額費用処理する方法によっており
ましたが、当事業年度より発生年度における従業員の平均残存勤務年数に基づく定額法によ
り、翌事業年度から費用処理する方法に変更しております。
　この変更は、2018年3月期より進めていた当社子会社からの退職再雇用が終了したことによ
る当社社員数の増加にあわせて、数理計算上の差異が大きく増減することが想定されることか
ら、平均残存勤務期間にわたり費用処理することで、労働の対価としての退職給付の発生額
を、より適切に計算書類に反映させるために行われるものであります。
　なお、数理計算上の差異の処理方法の変更については、入手可能な情報に基づき算定した当
該会計方針の変更に伴う影響額が軽微であることから、遡及適用は行っておりません。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて退職給付費用は38,151千円増加し、営業利
益、経常利益、税引前当期純利益は38,151千円それぞれ減少しております。
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３．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出してお
ります。当年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の計算
書類に重要な影響を及ぼすリスクが有る項目は以下のとおりです。
ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の資産計上額の妥当性
⑴　当年度の計算書類に計上した金額
　貸借対照表に計上されているソフトウェア1,059,275千円のうち、大半は市場販売目的のソ
フトウェアであり、新規事業に係る市場販売目的のソフトウェアは82,497千円です。
⑵　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　市場販売目的のソフトウェアは見込販売期間（３年以内）における見込販売収益に基づく償
却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を減価償却費
として計上しています。自社利用のソフトウェアのうち、サービス提供に用いるソフトウェア
については見込販売収益に基づく償却額と見込有効期間（５年以内）に基づく均等配分額を比
較し、いずれか大きい額を減価償却費として計上しております。
　市場販売目的のソフトウェア及びソフトウェア仮勘定については、見込販売収益と帳簿価額
を比較し、資産性を評価しております。また、自社利用のソフトウェアについては、固定資産
の減損に係る会計基準を適用しております。
　上記の見込販売収益の見積りの基礎となる販売計画には、販売施策に基づく受注予測や、見
込顧客からの受注予測が反映されています。
　特に新規事業に関わるソフトウェアについては販売実績に関する情報が乏しい場合が多く、
市場調査等から想定したマーケットの状況や、販売施策に基づく受注予測及び見込顧客からの
受注測という不確実性の高い仮定が使用されています。
　さらに、新型コロナウイルス感染症による営業活動の制限や、企業におけるシステム投資の
停滞は受注獲得に影響を及ぼします。
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仕掛品 57千円
貯蔵品 2,415千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 175,154千円

①短期金銭債権 122,513千円
②短期金銭債務 55,632千円

①営業収益 516,430千円
②営業費用 260,443千円
③営業外収益 308千円

　普通株式 110,305株

４．貸借対照表に関する注記
⑴　棚卸資産の内訳は次のとおりであります。

⑶　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項
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繰延税金資産
　未払事業税 17,841千円
　賞与引当金 37,559千円
　減価償却超過額 33,451千円
　投資有価証券評価損 40,993千円
　関係会社出資金評価損 38,438千円
　関係会社貸倒引当金繰入額 8,519千円
　退職給付引当金 173,199千円
　資産除去債務 23,810千円
　その他 33,809千円
　繰延税金資産小計 407,622千円
　評価性引当額 △111,761千円
繰延税金資産合計 295,861千円
繰延税金負債
　資産除去債務に対応する除却費用 △13,934千円
繰延税金負債合計 △13,934千円
繰延税金資産（負債）の純額 281,927千円

法定実効税率 30.6％
（調整）
　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1
　住民税均等割 0.8
　評価性引当額の増減 1.2
　その他 △0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6％

７．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳
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種 類 会社等の名称 所在地
資 本 金
又 は
出 資 金

( 百 万 円 )

事 業 の
内 容
又 は
職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 連 当
事 者 と
の 関 係

取引の内容 取引金額
(千円) 科 目 期末残高

(千円)

親会社
㈱エヌ・テ
ィ・ティ・
デ ー タ

東京都
江東区 142,520 情報サー

ビ ス 業
(被所有)
直接47.9

当社製品
の販売、
システム
開発

製品の販
売及びサ
ービスの
提供

484,198 売掛金 113,834

種 類 会社等の名称 所在地
資 本 金
又 は
出 資 金

事 業 の
内 容
又 は
職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 連 当
事 者 と
の 関 係

取引の内容 取引金額
(千円) 科 目 期末残高

(千円)

子会社

㈱NTTデ
ータ・イ
ントラマ
ー ト C S I

東京都
品川区 10百万円 情報サー

ビ ス 業 直接100.0
サービス
の委託
役員の兼任
４名

資金の貸付 140,000
関係会
社短期
貸付金

140,000

受取利息
（注）３ 218 未収利息 37

NTTデー
タイント
ラマート
ソフトウ
ェア系統
（上海）
有限公司

中 国
上海市

2,100千
米 ド ル

情報サー
ビ ス 業 直接60.0

サービス
の委託
役員の兼任
３名

資金の貸付 60,000
関係会
社短期
貸付金

60,000

受取利息
（注）３ 89 未収利息 43

８．関連当事者との取引に関する注記
⑴　関連当事者との取引
　①親会社及び法人主要株主等

　②子会社及び関連会社等
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種 類 会社等の名称 所在地
資 本 金
又 は
出 資 金

( 百 万 円 )

事 業 の
内 容
又 は
職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 連 当
事 者 と
の 関 係

取引の内容 取引金額
(千円) 科 目 期末残高

(千円)

親会社の
子会社

㈱ＮＴＴ
データ・
ビズイン
テグラル

東京都
港 区 450 情報サー

ビ ス 業 直接11.1
当社製品
の販売
役員の兼任

１名

製品の販
売及びサ
ービスの
提供

392,844 売掛金 26,811

－ 契約負
債 87,404

㈱エヌ・
ティ・テ
ィデータ
信越

長野県
長野市 100 情報サー

ビ ス 業 － サービス
の委託

サービス
の委託 358,635 買掛金 180,943

エヌ・テ
ィ・ティ
都市開発
㈱

東京都
千代田
区

48,760 不動産業 － － 敷金の差
入 －

敷金及
び保証
金

79,782

⑴　１株当たり純資産額 931円37銭
⑵　１株当たり当期純利益 111円48銭

　③同一の親会社をもつ会社等

（注）１. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等
が含まれております。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等
製品の販売及びサービスの提供については、他の特約店と同様の取引条件で実施して
おります。
サービスの委託については、他の委託先と同様の取引条件で実施しております。

３. 資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に利率を決定しております。
４. 子会社への貸倒懸念債権に対し、27,823千円の貸倒引当金を計上しております。

⑵　親会社又は重要な関連会社に関する注記
　　親会社情報

日本電信電話㈱（東京証券取引所等に上場）
NTT㈱
㈱エヌ･ティ･ティ･データ（東京証券取引所に上場）

９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　8．収益
認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はございません。
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